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●
黒
潮
町
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

　

国
の
人
事
院
勧
告
に
基
づ

く
も
の
で
、
一
般
職
、
技
能
、

企
業
、
会
計
年
度
任
用
職
員

に
か
か
わ
る
４
つ
の
条
例
を

一
括
し
て
改
正
す
る
も
の
で
、

黒
潮
町
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で

も
国
の
人
事
院
勧
告
を
尊
重

し
て
き
て
お
り
、
今
回
に
お

い
て
も
勧
告
ど
お
り
に
実
施

す
る
も
の
。

●
黒
潮
町
非
常
勤
の
職
員
の

公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

　

来
年
度
よ
り
会
計
年
度
任

用
職
員
制
度
が
導
入
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
公
務
災
害
補

償
等
の
規
定
に
給
料
の
支
給

対
象
者
へ
の
規
定
を
追
加
す

る
も
の
。

●
黒
潮
町
印
鑑
条
例
の
一
部

改
正

　

成
年
後
見
制
度
の
促
進
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
成

年
後
見
人
お
よ
び
被
補
佐
人

の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
、

成
年
被
後
見
人
等
に
係
る
欠

格
条
項
、
そ
の
他
の
権
利
の

制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化

等
を
図
る
た
め
、
手
続
き
の

規
定
を
整
備
す
る
も
の
。

●
黒
潮
町
災
害
弔
慰
金
の
支

給
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

　

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
令
和
元
年
６
月

７
日
に
交
付
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
償
還
金
に
関
す
る
事

項
、
お
よ
び
市
町
村
に
お
け

る
合
議
制
の
機
関
の
設
置
な

ど
に
つ
い
て
改
正
す
る
も
の
。

●
黒
潮
町
立
中
学
校
生
徒
の

通
学
費
助
成
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

　

中
学
校
の
統
合
が
原
因
で

遠
距
離
に
な
っ
た
生
徒
を
対

象
と
し
て
い
た
が
、
現
在
は
、

一
定
の
距
離
を
通
学
す
る
生

徒
に
対
し
て
助
成
を
し
て
い

る
た
め
、
実
情
に
合
わ
せ
変

更
す
る
も
の
。

●
黒
潮
町
と
幡
多
中
央
消
防

組
合
の
消
防
団
事
務
の
委
託

　

事
務
の
簡
素
化
、
効
率
化

と
共
に
、
消
防
力
強
化
を
図

る
た
め
、
幡
多
中
央
消
防
組

合
に
消
防
団
事
務
を
委
託
す

る
規
約
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て
、
議
会
の
議
決
を
求
め

る
も
の
。

消
防
団
事
務
の
委
託

条
例
の
一
部
改
正
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